
※中堅研修会、指導者養成研修会は下記に加え、勤務年数の基準を設けてます。

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO YES NO

YES NO

現在、児童館又は放課
後児童クラブ※のいずれ
かに勤務されていますか

研修会最終日から1
年以内に離職の予定
はありませんか

対象外※研修には
ご参加いただけません

対象外※取得資格
については、財団まで
お問い合わせください

週3日（又は年
1,000時間）以上、
勤務されていますか

対象外※研修には
ご参加いただけません

児童厚生員等基礎研修会・参加対象者の確認フローチャート

児童館・児童クラブに
継続して2年以上勤
務していますか

現時点の勤務形態は
常勤ですか

保育士や教員免許、
社会福祉士等の資格
はありますか

対象

対象

対象外※研修には
ご参加いただけません

※児童館・放課後児童クラブとは児
童福祉法第 条に定める児童館、
又は同第 条 第 項に定める放課後
児童健全育成事業（放課後児童クラ
ブ）を意味します。
（類似施設は含みません）


